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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

企業行動倫理が強く求められるなか、当社は、取締役会と監査等委員会を軸にして、透明性が高く、公正な経営を実現することを最優先に取り組
んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実に関する内外の状況を踏まえつつ、株主総会の充実、取締役会の改革、監査等委員会および内部
監査室の機能強化、情報開示レベルの高度化に取り組むとともに事業競争力の強化、企業価値の向上に取り組んでおります。

また、「問題解決型企業として社会の情報化に貢献すること」を目標とする当社にとって、法令に留まらず社会規範に至るすべてのルールを遵守
する、よりレベルの高いコンプライアンスを求められているという認識を役職員全員で共有したいと考えます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年６月11日付改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき開示を行っております。

＜補充原則１－２－４　議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳＞

当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりませんが、今後、株主構
成の変化等状況に応じて検討してまいります。

＜補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保＞

当社は、異なる経験や属性による多様な着眼が、企業価値を向上させる原点であると考えており、能力・実績を中心とした人物重視の人材登用に
より多様性の確保をめざしていることから、あえて目標を定めず採用活動を行っております。

主な人事関連の概数は下記のとおりです。

中途採用比率　　　　　　　 　 70％

中途採用者の管理職比率　 60％

外国人比率　　　　　　　　　　　5％

男女比率　 男性85％　女性15％

産前産後休業取得率　 　　100％

育児休業取得率　　　　 　　100％

※育児休業後も時短勤務制度を取り入れております。

なお、当社は資格取得奨励をはじめとした学びの風土を大切にしており、また、多様なキャリアコースの設定と転換のサポート等を行い、人材育成
を促進するとともに、テレワーク等柔軟な働き方の推進によりワークライフバランスの実現を図っております。

＜補充原則４－１－３　最高経営責任者等の後継者計画の策定＞

最高経営責任者等の後継者候補の育成は、企業の成長にとって重要な要素であると認識しており、経営者の育成に努めております。

しかしながら、当社が事業を展開するIT業界においては技術革新のスピードが早く、革新的な技術やビジネスモデルが相次いで登場しておりま
す。したがいまして、その時々に当社を取り巻く事業環境に最適な最高経営責任者等を選定することとしていることから、現在、取締役会は後継者
計画について具体的な監督は行っておりません。

今後は、その要否を含めて検討すべき課題と認識しております。

＜補充原則４－２－１　取締役会の役割・責務(2)＞

当社の経営陣の固定報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で「原則３－１（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定す
るに当たっての方針と手続」に記載のとおり、指名・報酬諮問委員会が審議し、審議結果を尊重したうえで独立社外取締役を含む取締役会に報告
しております。

また、業績連動報酬等については、単年度業績だけでなく将来の事業基盤強化の進捗状況を加減することで中長期的な業績等を考慮して算定し
ております。

しかしながら、当社は現金報酬を基本としており、自社株報酬につきましては、今後検討することとしております。なお、当社の取締役は役員持株
会を通じて当社の株式を取得できる制度を設けております。

＜補充原則４－８－３　独立社外取締役の有効な活用＞

親会社との取引等については、「取引条件は一般の会社と同条件」とのルールのもと、原則として取締役会決議事項または社長決裁事項としてお
ります。また、決裁された内容は内部監査室による内部監査の対象であり、かつ、毎月取締役会に報告されることとなっております。

＜補充原則４－１１－３　取締役会の実効性評価＞

当社は、現時点では取締役会実効性評価を実施しておりませんが、その役割・責務を適切に果たしていくためには取締役会の実効性についての
分析・評価を行うことが重要であるという認識を有しております。今後の取締役会において、評価プロセスの方法について議論してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】



＜原則１－４　政策保有株式＞

１．政策保有株式の基本方針

当社は、取引先との関係強化や取引の維持・拡大など事業上の必要性や中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる場合に政策的に
株式を保有します。

株式の政策保有にあたっては、定期的に取引状況や縮減候補銘柄の有無をモニタリングし、その結果を取締役会において検証しております。検
証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

保有の合理性が認められないと判断した株式は売却の可能性について慎重に検討します。

２．政策保有株式に係る議決権行使基準

当社は、保有先企業との業務上の関係や必要に応じて実施する対話をもとに当該企業の財務・業績状況を踏まえたうえで、当該企業の中長期的
な企業価値向上の観点から判断を行い、議決権を行使します。また、特に保有先企業において重大な企業不祥事が存する場合、保有先企業の
提出する議案が企業価値を毀損する可能性が高い場合などには、慎重に判断を行ったうえ、議決権を行使します。

＜原則１－７　関連当事者間の取引＞

当社は、関連当事者との取引が発生する場合には、法令等の定めおよび取締役会規程に従い、一般会社との取引と同様、市場原理に基づき経
済合理性を基準に公正な取引を行うことを基本方針とし、取締役会にて内容を審議のうえ、承認しております。

＜原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮＞

当社は、企業年金基金を有しておりませんが、従業員の資産形成に資するため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。

運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育の実施をはじめ、入社時には本制度の説明を行い資産運用についての啓蒙を行って
おります。

＜原則３－１　情報開示の充実＞

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　（経営理念）　　

中期経営計画「OGI Challenge2023」の遂行と、さらなる成長を持続するため、社員をはじめとした全てのステークホルダーの皆様とベクトルを共有

する目的で、新理念体系を制定しております。

「課題を価値に変えるイノベーション・カンパニー　ー未来技術ですべての人を幸せにするー」の企業理念のもと、

「お客様に寄り添うことにより課題を共有し、その課題を技術力で価値へと昇華させるイノベーション・カンパニーとして成長し続けます」

とのビジョンを掲げ、従業員との対話のうえ実現に向けた行動指針を策定し、浸透を図っております。

　（経営戦略・中期経営計画）　　

　https://www.apptec.co.jp/ir/message.html　

（ⅱ） コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

　企業行動倫理が強く求められるなか、当社は、取締役会と監査等委員会を軸にして、透明性が高く、公正な経営を実現することを最優先に取り
組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実に関する内外の状況を踏まえつつ、株主総会の充実、取締役会の改革、監査等委員会および内
部監査室の機能強化、情報開示レベルの高度化に取り組むとともに事業競争力の強化、企業価値の向上に取り組んでおります。

また、「問題解決型企業として社会の情報化に貢献すること」を目標とする当社にとって、法令に留まらず社会規範に至るすべてのルールを遵守
する、よりレベルの高いコンプライアンスを求められているという認識を役職員全員で共有したいと考えます。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社は、指名・報酬諮問委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額等に関する株主総会議案に関する事項や取締役
の個人別の報酬等の内容に関する事項を審議することとしており、基本方針は下記のとおりであります。

（１）当社の持続的成長と中長期的な企業価値を向上させること

（２）優秀な人材を確保できる報酬水準であること

（３）透明な役員報酬決定のプロセスであること

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。）の報酬は、固定報酬と業績連動報酬等で構成されております。固定報酬に
ついては、各取締役の役職ごとに当社の事業規模、職責、同業他社の水準、従業員の給与水準等を総合的に勘案し算定した固定報酬額を指名・
報酬諮問委員会が審議したうえで、代表取締役社長が決定いたしますが、指名・報酬諮問委員会での審議結果を尊重し、取締役会に報告しま
す。また、業績連動報酬等については、営業利益の絶対額と１株当たり当期純利益を業績指標としており、これらの指標に将来の事業基盤強化
の進捗状況を加減し、目標の達成度合いに応じた支給総額を算定しております。当該報酬の各取締役への配分はその目標の達成度合いに応じ
た額を算定し、指名・報酬諮問委員会が審議したうえで、代表取締役社長が決定いたします。

なお、監査等委員である取締役の報酬等の額については、固定の基本報酬のみで構成されており、監査等委員会の協議により決定しておりま
す。

（ⅳ） 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役会は、取締役候補者が当社の事業領域に対する豊富な経験・深い知識、リーダーシップ、経営に関する知見、高度な倫理観を有しているこ
とを踏まえ、個々の実績・適性等を総合的に考慮して指名しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指名の決定は、指名・報酬諮問委員会が審議し、監査等委員会から適任である旨の意見を得たうえ
で独立社外取締役を含む取締役会によって決定しております。また、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得たう
えで決定しております。

経営陣幹部や取締役に不正行為・不法行為があった場合もしくはその職務の遂行状況に重大な問題が存すると判断した場合には、指名・報酬諮
問委員会が審議したうえで、取締役会で当該役員の辞任勧告について決議または株主総会の決議により解任いたします。

（ⅴ）取締役候補の個々の選解任・指名についての説明

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】

船橋俊郎：

2016年に代表取締役社長に就任し、当社の業績拡大・企業価値向上をめざし、強いリーダーシップを発揮してまいりました。IT業界の豊富な経験
と卓越した知見を活かすことにより、当社の取締役会における重要な業務執行の決定および執行部門に対する強い監督機能が期待できると判断
し、取締役候補者といたしました。

小谷勝彦：

2016年に代表取締役副社長に就任し、当社の業績拡大・企業価値向上をめざし、強いリーダーシップを発揮してまいりました。IT業界の豊富な経



験と卓越した知見を活かすことにより、当社の取締役会における重要な業務執行の決定および執行部門に対する強い監督機能が期待できると判
断し、取締役候補者といたしました。

小西貴裕：

IT分野全般において豊富な経験と深い知識を有しており、当社の事業成長に向けて取締役会における重要な業務執行の決定および担当事業の
推進を適切に行うことができると判断し、取締役候補者といたしました。

岩越弘行：

システム開発分野において豊富な経験と深い知識を有しており、当社のシステム開発事業を牽引してまいりました。引き続き、システム開発の責
任者として取締役会における重要な業務執行の決定および担当事業の推進を適切に行うことができると判断し、取締役候補者といたしました。

門松美枝：

トランス・コスモス株式会社のビジネスプロセスのアウトソーシング部門における要職に就いており、グループ経営戦略の観点から助言・提言が期
待され、また、業界に関する知見が豊富であることから、取締役候補者に指名いたしました。

廣野琢馬：

トランス・コスモス株式会社のビジネスプロセスのアウトソーシング部門における要職に就いており、グループ経営戦略の観点から助言・提言が期
待され、また、業界に関する知見が豊富であることから、取締役候補者に指名いたしました。

諏訪原敦彦：

トランス・コスモス株式会社の経営管理の要職に就いており、上場会社の経理財務面をはじめとした経営管理に関する知見が豊富であることか
ら、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から助言・提言が期待され、取締役候補者に指名いたしました。

【監査等委員である取締役】

竹中宣雄：

長年企業経営に携わってきたことで経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に資するところが大きいと判断し、監
査等委員である取締役候補者に指名いたしました。

中尾敏明：

長年生命保険業界に携わってきたことで豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、当社の経
営に資するところが大きいと判断し、監査等委員である取締役候補者に指名いたしました。

恩田学：

取締役としての経験等および税理士としての専門的知識から、独立性をもって当社の経営および業務執行を監督する適切な人材と判断し、監査
等委員である取締役候補者に指名いたしました。

＜補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み＞

（１）自社のサステナビリティについての取組み

当社は、各企業に対して積極的に技術サービスを提供し、事業効率化を支援することでサステナビリティについて取り組んでおります。

具体的には、移動の脱炭素化の実現に重要な部品構成の見直しや部品の軽量化プロセスに対して、ジェネレーティブデザイン技術を活用したデ
ジタルマニュファクチャリングで自動車産業に貢献しております。また、再生可能エネルギーの普及に伴う各種シミュレーションや環境影響評価等
の技術サービスを提供しております。

さらに、防災・減災、環境分野においても従前から当社で培ってきた数値シミュレーション技術を活かし、サステナビリティな社会に貢献してまいり
ます。

（２）人的資本や知的財産への投資等

当社は、当社事業における人的資本の重要性を認識し、新卒採用だけでなく性別、年齢、国籍を問わず優秀な人材を採用すべく、中途採用にも
注力しております。

さらに、採用活動に限らず、優秀な人材を確保するためには、従業員の福利厚生や働きやすい環境作りも重要ととらえ、フレックスタイム勤務に加
え、在宅勤務や私服勤務の制度も取り入れております。また、資格の取得奨励制度を設け、従業員の自己研鑽を支援し、学びを大切にする組織
風土を醸成しております。

知的財産面においては、将来の事業活動につなげるため、試験研究に戦略的な支出を行っておりますが、成果や技術を追求するとともに、従業
員の工夫する力やチャレンジ精神の育成にも努めております。

＜補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲＞

当社の取締役会は、取締役会規程や法令に定められた事項および重要な経営戦略に関する事項等の決定を行い、取締役会決議を要しない事項
については経営陣に委ねております。また、取締役会で決定された重要な経営戦略は、各事業分野ごとに会議体および担当の取締役や執行役
員を設け、それらの迅速な意思決定のもと、適切に業務執行を行っております。

＜原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞

当社では、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の当社独自の社外取締役の独立性に関
する考え方に基づき、独立社外取締役の選定を行っております。取締役会は積極的に議論を行い、企業価値向上のための提言ができる人物を独
立社外取締役候補者としております。

【社外取締役の独立性に関する考え方】

(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。

１．当社の主要な顧客(注1)または当社を主要な顧客とする事業者(注2)の業務執行者

(注1)直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の売上高の２％を超える顧客とする。

(注2)直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える
事業者とする。

２．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家(注3)

(注3)直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。

３．当社から多額の寄付を得ている非営利団体(注4)の業務執行者

(注4)直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合計額が1,000万円を超え、または当該寄付先の収入総額の２％を



超える団体とする。

４．当社の大株主(注5)またはその業務執行者

(注5)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者

(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く。）

１．当社の業務執行者

２．上記(a)１．～４．に該当する者

＜補充原則４－１１－１　取締役会の多様性に関する考え方等＞

当社の取締役会は、独立社外取締役３名を含む１０名で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督
していくうえで必要な知識や経験、能力等のバランスを備えた多様性ある人員で構成することを、基本的な考え方としております。

当社は、これらの知識や経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成しており、当該マトリックスを最終頁に掲載しております。

＜補充原則４－１１－２　取締役の兼任状況＞

社外取締役を含む取締役は、必要となる時間・労力を適切に振り向け、役割と責務を全うすべく、兼職については合理的範囲に留めております。
なお、兼職の状況については、毎年、株主総会招集通知を通じて開示しております。

＜補充原則４－１４－２　取締役に対するトレーニングの方針＞

当社では、取締役・監査等委員向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施して
おります。

また、社外役員に当社の経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、就任時およびその後も継続的に、こ
れらに関する情報提供を行っております。また、取締役・監査等委員が、その役割および責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関
する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行っております。

＜原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針＞

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、以下を基本的な考え方として、株主との建設的な対話に積極的に取り組
んでおります。

（１）株主との対話は、IR管掌の担当役員が統括し、管理部が窓口となり、個別面談・電話対応・Eメール等の様々な方法で対話の推進を図ってお
ります。

（２）管理部は、社内の関連部門と適宜連携を図り、開示情報の充実と正確性の確保に努めております。

（３）（１）以外の対話方法としては、決算説明会や当社ウェブサイトのIR情報等を通じて、当社の経営状況に関する理解促進と対話の充実を図って
おります。

（４）株主との対話を通じて得られた意見・要望などは、IR管掌の担当役員が必要に応じて取締役会または各経営陣幹部へのフィードバックを行う
ことで、持続的な企業価値向上への取り組みに活かしてまいります。

（５）株主との対話においては、情報開示の公平性に十分留意するとともに、法令および社内規程に則り、インサイダー情報を適切に管理しており
ます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

トランス・コスモス株式会社 1,719,100 60.21

QUINTET PRIVATE BANK（EUROPE） S.A. 107704（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部）
223,400 7.82

奥田　昌孝 56,000 1.96

応用技術社員持株会 55,451 1.94

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB）（常任代理人　野村證券株式

会社）
46,100 1.61

大阪中小企業投資育成株式会社　 40,000 1.40

浅野　勉 31,900 1.12

楽天証券株式会社 31,600 1.11

迫田　治樹 30,000 1.05

五味　昌丈 25,100 0.88

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 トランス・コスモス株式会社　（上場：東京）　（コード）　9715

補足説明

2020年９月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、SAMARANG UCITSが2020年９月１日現在で以下の株式

を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記【大株主の
状況】には含めておりません。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。



氏名又は名称／住所／保有株券等の数（株）／株券等保有割合（％）

SAMARANG UCITS／11a Avenue Monterey L-2163 Luxembourg／206,800／7.23

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社と親会社等のグループ企業が取引する際の方針は、一般会社との取引と同様、市場原理に基づき経済合理性を基準に公正な取引を行うこ
とを基本方針としております。

また、当社では、親会社等のグループ企業と重要性の高い取引を行う場合には、取引内容および取引条件の妥当性を一般株主と利益相反が生
じるおそれのない社外取締役も参加する取締役会で審議のうえ決定することとしており、親会社等のグループ企業との取引において、当社の経営
の独立性を保つことにより非支配株主の保護を図ります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社はトランス・コスモス株式会社の子会社であり、その企業集団の一員として企業グループ全体として、業務の適正を確保することが重要である
との基本認識をコンプライアンスの基礎においております。

親会社との連携体制については、親会社の社員等が当社の取締役兼務を通じて、実務的な連携強化を図り、共通認識に基づくコンプライアンス
（内部統制を含む）の強化・改善を進めております。

また、「４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に加え、親会社において「子会社に対する不当な取引の
要求等を防止するための体制」が構築されており、親会社との不当な取引は必然的に排除される仕組みを構築しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 19 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

竹中　宣雄 他の会社の出身者

中尾　敏明 他の会社の出身者

恩田　学 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

竹中　宣雄 ○ ○ ―――

長年企業経営に携わってきたことで経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ま
た業務執行を行う経営陣から独立した客観的
立場にあり、当社の経営全般に資するところが
大きいと判断しているため。

中尾　敏明 ○ ○ ―――

長年生命保険業界に携わってきたことで豊富
な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行
う経営陣から独立した客観的立場にあり、一般
株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し
ているため。



恩田　学 ○ ○ ―――

株式会社ＧＴＭ総研の取締役としての経験等
及び税理士としての専門的知識から独立性を
もって当社の経営及び業務執行を監督する適
切な人材であり、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断しているため。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

当社は、監査等委員会と連携しております内部監査室の２名が専任者であるため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人は設
けておりません。

なお、監査等委員会が補助使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査等委員会と調整のうえ速やかに補助使用人を選任することとなっ
ております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査室は、代表取締役から承認を得た内部監査計画に基づき内部統制の状況を監査します。これらの活動は定期的に監査等委員会および
代表取締役に報告することとされており、必要に応じて監査等委員会より内部統制の改善策の指示、実施の支援・助言が行われます。

また、内部監査室は会計監査人および内部統制部門と意見交換および情報交換を行うことにより、相互連携の強化を図りながら、効率的な監査
を実施し、監査の実効性向上に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として取締役の指名・報酬等を審議し、答申しております。委員は、独立社外取締役が過
半数を占める割合で構成し、指名・報酬に関する公正性・透明性・客観性および監督機能の強化を図っております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社の取締役が当社株式を購入するに際してのインサイダー取引の懸念を回避し、当社株式の継続的な取得および保有を通じて、株主の皆様と
株主価値をより一層共有し、さらなる企業価値の向上を図ることを目的として役員持株会を設けております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

個別報酬の開示を義務付けられている対象がないため。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。

a．役員報酬に関する基本方針

当社は、指名・報酬諮問委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬総額等

に関する株主総会議案に関する事項や取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項を審議することとしており、

基本方針は下記のとおりであります。

1.当社の持続的成長と中長期的な企業価値を向上させること

2.優秀な人材を確保できる報酬水準であること

3.透明な役員報酬決定のプロセスであること

b．役員報酬の決定プロセス及び決定権者

代表取締役は業務執行取締役を統括する立場であることから、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定

の全部を、代表取締役社長が取締役会から委任を受けますが、委任された権限が適切に行使されるように、決定

にあたっては独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議結果を尊重し、取締役会に報告し

ます。

c．取締役の報酬等に関する株主総会決議

取締役の報酬等の額については、2016年３月29日開催の第33期定時株主総会の決議において、年額２億円以内

と定めております。なお、決議時点の取締役は８名であります。

d．固定報酬

各取締役の役職ごとに当社の事業規模、職責、同業他社の水準、従業員の給与水準等を総合的に勘案し算定し

た固定報酬額を指名・報酬諮問委員会が審議したうえで、代表取締役社長が決定いたします。

e．業績連動報酬等

営業利益の絶対額と１株当たり当期純利益を重要な経営指標としていることから取締役の業績連動報酬等に係

る業績指標は、営業利益と１株当たり当期純利益としております。これらの指標に将来の事業基盤強化の進捗状

況を加減し、目標の達成度合いに応じた支給総額を算定しております。また、各取締役への配分はその目標の達

成度合いに応じた額を算定し、指名・報酬諮問委員会が審議したうえで、代表取締役社長が決定いたします。

f．業績連動報酬と非業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針

取締役の報酬等は各々の役職に応じた固定報酬ならびに業績連動報酬等で構成し、これらの割合は株主の中期

的利益との連動を意識して決定いたします。

g．監査等委員の報酬について

監査等委員である取締役の報酬等の額については、固定の基本報酬のみで構成されており、監査等委員会の協



議により決定しております。

なお、2016年３月29日開催の第33期定時株主総会の決議において、監査等委員である取締役の報酬等の額は、

年額６千万円以内と定めており、決議時点の監査等委員である取締役は３名であります。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポート体制は、現在のところ社外取締役を補佐する担当部門等は設置しておりませんが、社外取締役が補助使用人を置くことを
求めた場合、代表取締役は当該社外取締役と調整のうえ速やかに補助使用人を選任します。

取締役会の開催については、取締役会事務局より事前に資料の配付を行い、事前説明の要請があれば個別に対応しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

a．取締役・取締役会

当社の取締役会は、議長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、小谷勝彦、小西貴裕、岩越弘行の常勤の業務執行取締役４名、門松美枝、
廣野琢馬、諏訪原敦彦の非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名、および、竹中宣雄(社外取締役)、中尾敏明(社外取締役)、恩田学
(社外取締役)の監査等委員である取締役３名の合計10名で構成されております。

取締役会は、原則として月１回開催し、会社の運営方針、経営戦略、重要事案等の事項について審議および意思決定を行うとともに、取締役の職
務の執行を監督する機関として位置付けております。

b．監査等委員会

当社の監査等委員会は、委員長を中尾敏明(社外取締役)が務め、竹中宣雄(社外取締役)、恩田学(社外取締役)の計３名で構成されております。

監査等委員は、取締役会には全員が出席し、監査等委員である取締役以外の取締役の業務執行を監視する役割を担い、公正性、透明性を確保
しております。また、いずれの社外取締役も当社と特段の人的関係・経済的関係がなく、その全員を独立役員に指定しております。

また、監査等委員が重要会議への出席を通じて情報収集を行うほか、内部監査室が運営する監査等委員会事務局を設置し、内部統制システム
を通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

c．指名・報酬諮問委員会

当社の指名・報酬諮問委員会は、委員長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、竹中宣雄(社外取締役)、中尾敏明(社外取締役)の計３名で
構成されております。

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として取締役の指名・報酬等を審議し、答申しております。委員は、独立社外取締役が過
半数を占める割合で構成し、指名・報酬に関する公正性・透明性・客観性および監督機能の強化を図っております。

d．執行会議

当社の執行会議は、議長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、小谷勝彦、小西貴裕、岩越弘行の常勤の業務執行取締役４名、諏訪原敦彦
の非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)１名、浅野伸浩、小原敏弥、髙木英一、山﨑徹の執行役員４名の合計９名で構成されておりま
す。

当社の執行会議は、取締役会で決定された方針に基づいて、日常業務の重要事案について、その執行方針等を協議する機関としており、常勤の
取締役全員が参加し、意思決定の迅速化を図っております。

e．執行役員

執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示のもと、法令、定款、社内規定、取締役会決議等に従い、取締役会および業
務執行取締役から授権された範囲の業務執行機能を担い業務を遂行しております。

なお、当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことに
よる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定め
ております。

また、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社
を採用し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。

また、当社は、経営の意思決定の迅速化および業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
当社の決算期は12月であり、株主総会開催集中日は回避されているものと考えておりま
す。

その他 株主総会の開催は、交通の便の良い会場を設定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページに設けているＩＲサイトにおいてＩＲ資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署は管理部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は「コンプライアンス行動指針」を制定しており、全ての役員および従業員は法令を遵
守することはもとより、社会規範を尊重し良識ある企業活動を心がけております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 インターンシップの受入れを実施しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、財務情報、事業活動状況等の経営情報を関連法令や東京証券取引所の定める
適時開示等に係る規則を遵守し、適時開示に努めております。

また、適時開示等に係る規則に該当しない情報につきましても、全てのステークホルダー
が迅速かつ平等に情報を入手できるよう開示する方針です。

その他
企業価値向上と社会貢献のため中期経営計画を策定し、当社ホームページに掲載してお
ります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

a．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(イ) コンプライアンス行動憲章およびコンプライアンス行動指針を定め、役員および従業員の行動や判断、評価についての基準となるべき原則を

示し、全役員および全従業員に周知徹底しています。

(ロ) コンプライアンス規程に基づき、管理部がコンプライアンスに関する事項を一元管理し、コンプライアンス体制の構築と推進および管理を実践

しています。

(ハ) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報窓口」を設置し、未然防止に努めています。また、

情報提供者に対しては「内部通報制度規程」に基づき不利益な扱いを行わない等の保護をしています。

(ニ) 監査等委員会と内部監査室が連携し、コンプライアンスの遵守状況を含めた内部監査を年間計画に基づいて計画的に実施しています。

(ホ) 会社の重要な業務執行に関する事項は、月１回の定例取締役会および臨時取締役会で決定しています。また、取締役会は、取締役の業務

執行状況を監督しています。

(ヘ) 監査等委員は、取締役会で必要に応じ意見を述べ、また、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行状況に対し必要に応じて改善

を助言しています。

(ト) 反社会勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢で対応していきます。

b．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(イ) 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき全社的に統括する責任者に担当取締役を任命しています。

(ロ) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理は、文書管理規程により文書または電磁的媒体に記録し保存・管理しています。

(ハ) 取締役は、常時、これらの文書等を閲覧することができます。

c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

想定されるリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生)を未然に防止、若しくは最小限にとどめることを念頭においたリスクマネジメントの観点から、取
締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等を制定しております。

また、コンプライアンス推進会議を原則として年４回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っており
ます。

なお、取締役が善管注意義務を果たしていることを客観的に証明するために、取締役および従業員の職務執行の効率性確保を阻害することなく、
リスク管理の各プロセスにおける業務の文書化等の整備を進めてまいります。

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(イ) 取締役が効率的に職務を執行するために、職務分掌および職務権限に関する規程に基づき職務権限と担当業務を明確にしています。

(ロ) 毎月開催される取締役会で、業績・業務執行のレビューを行い経営目標の達成状況および課題等を把握することで、効率的な業務遂行を

図っています。

(ハ) 経営目標に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、意思決定の迅速化・効率化を図るため、執行会議にて十分協議・検討した

上で取締役会に付議を行います。

e．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、トランス・コスモス株式会社の子会社であり、その企業集団の一員として、企業グループ全体の業務の適正を確保することが重要であると
の基本認識をコンプライアンスの基礎としております。

親会社においては「子会社に対する不当な取引の要求等を防止するための体制」が構築されており、当社としては特段の体制を必要としておりま
せんが、当社の取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等の適正な運用を通じ、親会社との不当な取引は必然的に排除される
仕組みを構築しております。

f．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の他の監査等委員である取締役以外の取締役か
らの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(イ) 監査等委員会がその職務を補助する取締役または従業員を置くことを求めた場合、代表取締役は、その人数、要件、期間および理由を勘案

し、速やかに適任者を選任します。

(ロ) 監査等委員会の補助者は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートします。

(ハ) 監査等委員会の補助者を置いた場合には、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するため、当該監査等委員会の補

助者の人事評価、人事異動および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ます。

g．監査等委員である取締役以外の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(イ) 監査等委員である取締役以外の取締役および従業員は監査等委員会の要請に応じて、会社の事業状況および内部統制システムの整備・運

用状況の報告を行います。

(ロ) 内部監査室が行った監査結果や「内部通報窓口」の通報・相談状況について、監査等委員会に報告を行います。

(ハ) 監査等委員である取締役以外の取締役および従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、重大なコンプライアンス違反および不

正行為の事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告を行います。上記のほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた
場合には、速やかに報告する体制を整備しております。

h．監査等委員会へ報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

当社は、監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取り扱いを行うことを禁止しております。

i．監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等
委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

j．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(イ) 監査等委員である取締役以外の取締役および執行役員で構成される執行会議メンバーとの定期的な会合を持ち、意見交換及び意思の疎通

を図ります。

(ロ) 会計監査人と定例ミーティングを実施し、情報交換を行っております。



(ハ) 内部監査室と連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図ります。

k．財務報告等の信頼性と適正性を確保するための体制

金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価および報告に関して適切な運営を図り、また、執行会議に
おいても業績等を確認することで財務報告の信頼性と適正性を確保しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢で対応していきます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

特別実施している事項はございません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【取締役会のスキル・マトリックス】

企業経営
経営戦略
事業戦略

営業 技術 財務会計
ガバナンス

コンプライアンス
リスク管理

船橋　俊郎 ● ● ● ●

小谷　勝彦 ● ● ● ●

小西　貴裕 ● ● ●

社内 岩越　弘行 ●

門松　美枝 ● ● ●

廣野　琢馬 ● ●

諏訪原　敦彦 ● ●

竹中　宣雄 ● ● ● ●

社外 中尾　敏明 ● ● ●

恩田　学 ● ● ●

※上記一覧表は、各取締役が有する全ての専門性および経験を表すものではありません。
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